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別表－４ 就業時間別の船員供用係数 

 

船舶供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（１ワッチ制） 

 

 

船舶供用係数(α)と就業時間別船員供用係数(β)（２ワッチ制） 

 

注）1.別表－４における就業時間別船員供用係数（β）は、就業時間8H[超勤時間0H 深夜時間0H]の場合を除き、 

令和７年３月から適用の割増対象賃金比をもとに算出された就業時間別船員供用係数（β）である。した 

がって、割増対象賃金比に変更があった場合は、下記「就業時間別船員供用係数（β）の算出式」をもと 

に別途算出するものとする。 

2.就業時間と超勤時間および深夜時間の関係が別表－４によらない場合についても、同様に、下記「就業時 

間別船員供用係数（β）の算出式」をもとに別途算出するものとする。 

3.上記船員以外にも潜水士等も対象とする。 

 

就業時間別船員供用係数(β)の算定式 

 

β ：時間外手当および深夜手当を考慮した船員供用係数 

β０ ：就業８時間の場合の船員供用係数 

割増対象賃金比：労務単価に占める割増賃金の対象となる賃金の比率をいう。 

ただし、２ワッチにおける超過勤務時間数および深夜労働時間数は、２ワッチの 

合計の時間数とする。 
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